
○届出・証明

件　　　名 手続方法・取り扱いなど

住民票・戸籍 住所変更の手続きは必要ありません。

住民基本台帳カード
電子証明書（公的認証サービス）

住民基本台帳カード※の交換が必要です。
電子証明書の交付を受けている方は、再交付が必要となりま
す。
対象者の方には、合併までに交換などの方法についてご連
絡いたしますので、合併後（２月１４日以降）住民基本台
帳カードをお持ちのうえ、窓口までお越し下さい。

印鑑登録カード

シティカード※に交換が必要です。
シティカードへの交換は、合併後（２月１４日以降）、証
明書を申請される時などに、旧市町発行の印鑑登録カード
をお持ちのうえ、本庁・支所・出張所の窓口までお越し下
さい。概ね、合併後１年以内には交換をお済ませ下さいま
すようお願いいたします。
なお、２月１５日～２８日の間は、本庁・支所において、
午後８時まで交換を行います。（土日を除く）

湖東タウンカード 〈湖東町〉
シティカードに交換が必要です。
手続きは、印鑑登録カードと同様です。

外国人登録証
住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。

※住民基本台帳カード

※シティカード（証明書自動交付機利用カード）

住所表示変更に伴う手続き（市町関係）について

住
民
登
録

　新市では、証明書自動交付機を設置します。交付機を利用すると申請書を書く手間が
省けます。交付機を利用できるシティカードは２月１４日から発行します。

☆交付できるもの

住民票の写し
住民票記載事項証明書
印鑑登録証明書

☆利用時間

毎日午前８：３０～午後８：００
ただし、１２月２９日～１月３日と
毎月第３水曜日（休・祝日の場合は翌日）は
保守点検のため休止

☆設置場所

本庁及び各支所

☆公的な身分証明書（写真付を選択された場合）

☆公的個人認証サービスの電子証明書などの保存用カード

☆住民票の写しの広域交付

→運転免許証等をお持ちでない方など

→国税の電子申告や申請など

→全国の市町村で交付できます

－（1）市関係－



○税等

税

法人市町民税に係る法人等の所在地の
届出
市町県民税に係る特別徴収義務者の所
在地の届出

住所変更の手続きは必要ありません。

原
付
等

原動機付自転車（125ｃｃ以下のバイ
ク）
小型特殊自動車（農耕作業用等）

住所変更の手続きは必要ありません。
現在交付されている標識（ナンバープレート）は、合併後
もそのまま使用できます。

○国保・医療

件　　　名 手続方法・取り扱いなど

国
民
健
康
保
険

国民健康保険被保険者証
国民健康保険退職被保険者証
国民健康保険標準負担額減額認定証
国民健康保険高齢受給者証
国民健康保険限度額適用・標準負担額
減額認定証
国民健康保険特定疾病療養受給者証
国民健康保険被保険者資格証明証

住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。
なお、平成17年３月末に、平成17年４月1日以降に使用
できる新しい被保険者証等を送付いたします。

老
人
医
療

老人保健法医療受給者証
老人医療の限度額適用・標準負担額減
額認定証
老人保健特定疾病療養受療証

住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。
なお、平成17年３月末に、平成17年４月1日以降に使用
できる新しい受給者証等を送付いたします。

福
祉
医
療

福祉医療費受給券
老人福祉医療費受給券
重度心身障害老人等福祉助成券

住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。
なお、平成17年３月末に、平成17年４月1日以降に使用
できる新しい受給券等を送付いたします。

○福祉

件　　　名 手続方法・取り扱いなど

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。
なお、記載の住所の変更を希望される方は、合併後に担当
窓口で手続きを行ってください。

特別児童扶養手当証書
児童扶養手当証書

住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。

知的障害者入所施設医療費受診券

住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。
なお、平成17年３月末に、平成17年４月1日以降に使用
できる新しい受診券を送付いたします。

支
援
費
制
度

身体障害者居宅受給者証
身体障害者施設受給者証
知的障害者居宅受給者証
知的障害者施設受給者証
児童居宅受給者証

住所変更の手続きは必要ありません。
なお、新しい受給者証については、合併後すみやかに送付
します。

介護保険被保険者証
介護保険資格者証

住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。
なお、要介護（支援）認定を受けられている方には、新し
い被保険者証及び資格者証を、合併後すみやかに送付しま
す。

介護保険標準負担額減額認定証
介護保険特定標準負担額減額認定証
介護保険利用者負担額減額・免除認定
証
訪問介護利用者負担額減額認定証
社会福祉法人等利用者負担減免確認書
障害者控除対象者認定証

住所変更の手続きは必要ありません。
なお、新しい認定証及び確認書については、合併後すみや
かに送付します。

福
祉
手
帳
等

介
護
保
険

－（2）市関係－



○保健

母
子
保
健

母子健康手帳
母子健康手帳別冊
乳幼児健康診査質問票（予防接種予診
表含む）
健康手帳

住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。

○生活・環境・産業

件　　　名 手続方法・取り扱いなど

交
通
交通災害共済加入者 住所変更の手続きは必要ありません。

上
下
水

指定給水装置工事事業者
下水道排水設備指定工事店証
浄化槽設置届

住所変更の手続きは必要ありません。

生
活
環
境

犬の飼い主の住所
布引霊苑使用許可
特定工場設置届

住所変更の手続きは必要ありません。

農
業
農業者年金被保険者証
農業者年金証書

住所変更の手続きは必要ありません。

○その他

件　　　名 手続方法・取り扱いなど

入札参加資格審査申請書

住所変更の手続きは必要ありません。
申請書に記載の住所については、合併以後は「東近江市」
等に読み替えます。
なお、平成17年度分の申請については、平成16年12月
～平成17年1月中旬の期間に各市町の契約担当窓口にて受
付をおこないます。（１市４町外の方は八日市市が窓口）

図書利用カード

住所変更の手続きは必要ありません。
合併後もそのまま使用できます。
ただし、カードを発行された図書館以外で利用する場合
は、利用する図書館のカードを新たに発行いたします。

そ
の
他

－（3）市関係－



○金融・保険・証券など

　 項　　　　目 手続方法・取り扱いなど 問い合せ先

金
融
機
関

預金通帳
定期預金証書
キ ャ ッ シ ュ
カード
ローン等

住所変更の手続きは必要ありません。
ただし、当座預金やローン、融資取引のある方につ
いては手続きが必要となります。
詳しくは各金融機関の窓口にお問い合わせ下さい。
（滋賀銀行、びわこ銀行、湖東信用金庫、滋賀中央
信用金庫、近畿労働金庫、滋賀県民信用組合は、上
記のとおり。他の金融機関については、お問い合せ
下さい。）

各金融機関窓口

農
協

ＪＡ貯金
ローン
ＪＡ共済加入
者

住所変更の手続きは必要ありません。

グリーン近江農業協同組合
 　　 ℡0748-25-5100
湖東農業協同組合
  　   ℡0749-45-0551

ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド

ク レ ジ ッ ト
カード

各社取り扱いが異なります。
詳しくは各クレジットカード会社の窓口にお問い合
わせ下さい。

各クレジットカード会社窓
口

保
険
生命保険・損
害保険加入者

各社取り扱いが異なります。
詳しくは各保険会社の窓口にお問い合わせ下さい。

各保険会社窓口

証
券
株券等有価証
券

一般的に住所変更の手続きが必要となります。
詳しくは各証券会社の窓口にお問い合わせ下さい。

各証券会社窓口

郵便番号 郵便番号の変更はありません。

郵便貯金通帳
郵便貯金
キ ャ ッ シ ュ
カード

住所変更の手続きは必要ありません。
ただし、非課税郵便貯金をご利用の方は、「非課税
郵便貯金に関する異動届出書」の提出が必要となり
ますので、お近くの郵便局の窓口までお問い合わせ
下さい。

簡易保険証書 住所変更の手続きは必要ありません。

農
業
共
済

農業共済加入
者

住所変更の手続きは必要ありません。

東近江農業共済組合
   　　℡0748-20-5225
愛知農業共済組合
   　　℡0749-37-2618

○電気・電話など

電
気
電気使用申込
者

住所変更の手続きは必要ありません。
なお、請求書は、合併後しばらくは旧住所で送付さ
れますが、順次新住所に変更されます。

関西電力㈱八日市営業所
　　　℡0748-22-2111

電話番号 電話番号の変更はありません。

固定電話等に
関する契約

ＮＴＴへの住所変更の手続きは必要ありませんが、
マイライン等で各社と契約されている方は、住所変
更の手続きが必要となる場合がありますので、各契
約電話会社にお問い合せ下さい。
　また、ＮＴＴ発行の電話帳の住所については、次
回発行時に住所の更新がされます。
　なお、ＮＴＴの場合、請求書は、合併後しばらく
は旧住所で送付されますが、順次新住所に変更され
ます。

他
ＮＨＫ受信契
約

住所変更の手続きは必要ありません。
なお、請求書は、合併後しばらくは旧住所で送付さ
れますが、順次新住所に変更します。

ＮＨＫ大津放送局
  　　℡077-521-3083

住所変更に伴う手続き（その他関係）について

郵
便

各郵便局窓口

電
話

ＮＴＴ局番なし116
※ＮＴＴ以外の電話につい
ては、契約電話会社にお問
い合わせ下さい。

－（1）その他－


